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　本書は、令和７年12月２日現在の施行法令および令和７年12月２日現在
において令和８年４月１日までに施行されることが見込まれる法令に基づい
て作成しております。
　なお、本書刊行後、令和８年４月１日施行の改正法令が成立した場合は、
下記ホームページの法改正情報コーナーに、法改正情報を掲載いたします。
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「過去問の重要性」。これは試験と名のつくあらゆるものにおいて語
られることであり、過去問を完全に習得していくことは試験対策の黄
金律といってもいいでしょう。そして、それは当然ながら行政書士試
験にもいえることです。
しかしながら、完全に習得するまで過去問を１問ずつ解く作業を繰
り返し行うことは、行政書士試験の過去問数からいっても容易ではあ
りません。本書では、過去問の肢を重要度によってランク付けし、体
系的に並べ替えるとともに、内容が重複している肢や法改正によって
不要となった肢の削除や変更を行っています。本書を繰り返すこと
で、無駄を省きつつ、重要度を考慮した効率的な過去問学習が可能と
なるはずです。
近年の難化傾向、試験制度の変更を考えると、「過去問をやっても
あまり意味がないのではないか」と思われてしまう方もいるかもしれ
ません。確かに、過去問だけで合格できる試験ではなくなってきてい
ます。しかしそれは、過去問をやらなくていいということでは決して
ありません。これまで以上の知識が要求される試験になってきている
からこそ、初学者のみならず、既習者にも本書を利用してより効率的
な過去問学習をしていただきたいと思います。
受験生の皆様の行政書士試験合格をお祈り申し上げるとともに、本
書がその一助となることを切に願ってやみません。

2025年12月
TAC行政書士講座

は  じ  め  に
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₁　一問一答式です
左ページの問題文（＝肢）が、｢正しいか誤りか」を判断すること

のみに集中し、リズムよく学習を進めることができます。

₂　問題文に下線あり
下線部は、「○か×かを判断するためのカギとなる語句」または「こ

の肢を理解・記憶するためのポイントとなる重要語句」です。
肢の文章全体を覚えるのでは、覚える量が膨大になってしまいます。

キーワードとなる言葉に注目していくことで、効率的に肢を学習して
いくことが可能となります。

本書を繰り返すことによって、単に肢を覚えるだけの学習ではなく、
違った問われ方に対しても対応できるような応用力も養っていってく
ださい。

₃　×の肢について
「どこがダメなのか」「どうなれば○なのか」を、解説の冒頭に明

示してあります。
たとえば、｢できない」→できる
とある場合、問題文中の「できない」という語句がダメで、これを

「できる」に置き換えると正しい肢になる、という具合です。
正しい内容を理解しつつ、はっきりとした根拠をもって「肢を切る」、

この訓練を繰り返すことにより、ぜひ本試験にも自信をもって臨める
ようになってください。

問題05� 私人間効力
就業規則に女子の定年年齢を男子よりも低く定めた規定がある場
合、その規定は、性別のみによる差別として法の下の平等を定めた憲
法14条 1項に違反して違憲無効である。

×　�「憲法14条 1項に違反して違憲無効である」
　　→民法90条の規定により無効である
私人間効力について間接適用説を採るのが判例であるか
ら、結論の部分は「違憲無効」とはならないことに注意（日
産自動車事件：最判昭56.3.24）。

問題06� 私人間効力
私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制
定することができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うこと
は、憲法19条に反し許されない。

×　「許されない」→許される
私立大学が、教育上適当であるとの見地から学生の政治活
動につき広範な規律を及ぼすこととしても、直ちに社会通念
上学生の自由に対する不合理な制限であるということはでき
ず、学長が退学処分を行うことは、裁量権の範囲内にあると
するのが判例である（昭和女子大事件：最判昭49.7.19）。

問題07� 私人間効力
自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結する私法
上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるような特段の事情が
ない限り、憲法9条の直接適用を受けない。

〇　百里基地訴訟（最判平元.6.20）の判例と同旨
憲法9条は、私法上の行為の効力を直接規律することを目
的としたものではなく、また、国が私人と対等の立場に立っ
て個々的締結する私法上の契約は、特段の事情のない限り憲
法9条の直接適用を受けず、私法の適用を受けるにすぎな
い。

問題01� 幸福追求権
幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の
根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法に
よる具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。

×　「立法による具体化を必要とするプログラム規定」
　　→裁判上の救済を受けることができる具体的権利
憲法13条の幸福追求権について、学説は、憲法に列挙され
ていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的権利と解
している。判例は、京都府学連事件（最大判昭44.12.24）に
おいて、肖像権（新しい人権）につき、憲法13条を根拠に具
体的権利として認めており、プログラム規定だとする立場を
とっていない。

重要度BB 解答05�

ひっかけ

重要度BB 解答06�
理 解

重要度BB 解答07�
理 解

3 幸福追求権 Link➡〈教科書〉CH２−SEC３

重要度CC 解答01�

理 解
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ただ、問題の性質上、語句を置き換えると日本語として成立しにく
いものもあります。そのような問題については、「意味合い」として
置き換えるものとご理解ください。

4　〇の肢について
できるだけシンプルにすることを心がけました。問題文をそのまま

覚えておけばよいので、原則として簡潔に結論のみを解説してありま
す。だからこそ一問一答ならではのリズムを維持することができるの
です。

もし万が一、内容が「わからない」「知らない」という肢があった
場合には、テキスト・参考書に戻って、該当論点を再チェックしてく
ださい。どこがわからなかったか、どこを覚えていなかったか、明確
にすることができます。もう忘れませんね。

5　Link➡〈教科書〉について
小見出し（項目見出し）単位で、『みんなが欲しかった！ 行政書士

の教科書』（TAC出版刊、以下『教科書』とします）の該当箇所との
リンクが示してあります。

例えば、p.3右上の下記Linkの場合、『教科書』の第１編 憲法  
CHAPTER１（総論）　SECTION１（憲法の意味）を参照してください、
との意味になります。

問題01� 外国人の人権
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日本国に居
住する外国人にも保障される。

×　�「外国人にも保障される」→外国人には保障されない
日本国憲法が保障する人権は、「その権利の性質上、日本
国民を対象としているものを除き」、外国人にも保障される
（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題02� 外国人の人権
わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及
ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではな
い。

〇　�外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすよ
うな政治的活動の自由は保障されていない
外国人の政治的活動の自由は、「わが国の政治的意思決定
又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き」、保
障される（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題03� 外国人の人権
外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権
利を憲法上保障されている。

×　�「保障されている」→保障されていない
外国人には、在留の権利、入国・再入国の自由は全く保障
されていないとするのが判例である。

問題04� 外国人の人権
外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲
法22条 1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障
していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行
のため出国し再入国する自由も認められる。

×　「認められる」→認められない
外国人には、再入国の自由も保障されないとするのが判例

（森川キャサリーン事件：最判平4.11.16）である。

❶　人権享有主体

重要度AA 解答01�
理 解

重要度AA 解答02�

覚える

重要度BB 解答03�
覚える

重要度CC 解答04�
覚える
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問題02� 憲法改正
日本国憲法の改正について両議院の意見が一致しない場合には、衆
議院の議決が国会の発議となる。

×　�「衆議院の議決が国会の発議となる」
　　→このような規定はない
憲法改正については、衆議院の優越はない。

問題03� 憲法改正
日本国憲法の改正について国民の承認を得るには、特別の国民投票
においてその３分の２以上の賛成が必要である。

×�　「３分の２以上」→過半数
国民の承認を得るには、特別の国民投票又は国会の定める
選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成が必要で
ある（憲法96条 １項）。

問題04� 憲法改正
日本国憲法の改正について国民の承認を経たときは、内閣総理大臣
は、直ちにこれを公布する。

×�　「内閣総理大臣」→天皇
「天皇」は、国民の名で、直ちにこれを公布する（憲法96
条 ２項）。

問題05� 憲法改正
通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手
続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のよ
うに頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲
法に分類される。

×　「改正が困難であっても軟性憲法」
　　→改正が困難であるため硬性憲法
硬性憲法と軟性憲法の説明については正しい。ドイツやフ
ランスは、頻繁に憲法が改正されているが、その改正にあた
り、通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を必要としてお
り、硬性憲法に分類される。

問題06� 憲法改正
憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改
正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通
説である。

〇　憲法改正には限界があるとするのが通説
たとえば、基本的人権の保障や国民主権などは憲法改正手
続によっても改正できないと考える憲法改正限界説が通説で
ある。

重要度BB 解答02�

覚える

重要度BB 解答03�
ひっかけ

重要度CC 解答04�
覚える

重要度BB 解答05�

ひっかけ

重要度CC 解答06�
覚える
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問題01� 最高法規
憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力
が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備え
るが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内
法として憲法より強い効力を有する。

×　�「有する」→有しない
日本国憲法は、国の最高法規であることが、憲法98条 １項
に規定されており、国法秩序において最も強い形式的効力を
もっている。判例（最大判昭34.１2.１6）は、砂川事件におい
て、国際協調主義をとっていることを述べているが、条約に
対する違憲審査も認められうることを示しており、また通説
も、条約は憲法より強い効力を有しないと解している。

問題02� 憲法尊重擁護義務
憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自
らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみなら
ず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されて
いる。

×　�「あると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある」
　　→あって、主権者が自らを拘束する規範ではない
　　「のみならず国民もまた、〜規定されている」
　　→のみであり、国民には〜規定されていない
憲法は、国家権力を制限し、国民の権利や自由を守るため
の法であるから、主権者が自らを拘束する規範ではない。日
本国憲法では、99条において「天皇又は摂政及び国務大臣、
国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護
する義務を負う。」と定め、公務員に対し憲法尊重擁護義務
を課しており、国民には課していない。

問題01� 憲法改正
両議院の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、出席議員
の過半数で決するが、懲罰によって議員を除名する場合、法律案につ
いて衆議院で再可決する場合及び憲法改正を発議する場合は、いずれ
も出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

×　�「憲法改正を発議する場合」→削除
憲法改正の発議には、各議院の「総議員」の３分の２以上
の賛成が必要である（憲法96条 １項）。

1 憲法の特質  Link➡〈教科書〉CH１−SEC１

重要度BB 解答01�
理 解

重要度BB 解答02�

理 解

2 憲法改正 Link➡〈教科書〉CH１−SEC２

重要度AA 解答01�
比 較
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なお、項目単位でのLink表記のため、 の問題、及び  
の問題の一部については、『教科書』に十分な記載がない場合があり
ます。また、参照すべき記載が『教科書』の複数の箇所に散らばって
いる場合など、学習効率の観点からLink表記を割愛した項目がありま
す。

6　 について
メリハリを付けた学習に供するため、重要度の高い順に 〜

のアイコンを、各問題に付しました。

7　 覚える 理 解 ひっかけ 比 較 について
すべての問題を、４つに分類してそれぞれアイコンで示しました。
覚える …�○の肢であれば問題文それ自体を、×の肢であれば解説

文それ自体を、知識として覚えておきましょう。
理 解 …�重要な論点なので、なぜそうなるのか、その理由を理解

しておきましょう。
ひっかけ …�一読しただけでは気づきにくいワナが仕掛けられていま

す。ひっかからないように気をつけましょう。
比 較 …�似たようなほかの制度との比較をしながら、その違いを

中心に理解して覚えておきましょう。

重要度CC 重要度BB

重要度AA 重要度BB 重要度CC
重要度AA

重要度CC
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問題01� 外国人の人権
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日本国に居
住する外国人にも保障される。

×　�「外国人にも保障される」→外国人には保障されない
日本国憲法が保障する人権は、「その権利の性質上、日本
国民を対象としているものを除き」、外国人にも保障される
（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題02� 外国人の人権
わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及
ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではな
い。

〇　�外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすよ
うな政治的活動の自由は保障されていない
外国人の政治的活動の自由は、「わが国の政治的意思決定
又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き」、保
障される（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題03� 外国人の人権
外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権
利を憲法上保障されている。

×　�「保障されている」→保障されていない
外国人には、在留の権利、入国・再入国の自由は全く保障
されていないとするのが判例である。

問題04� 外国人の人権
外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲
法22条 1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障
していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行
のため出国し再入国する自由も認められる。

×　「認められる」→認められない
外国人には、再入国の自由も保障されないとするのが判例

（森川キャサリーン事件：最判平4.11.16）である。

1 人権享有主体 Link➡〈教科書〉CH２−SEC１

重要度AA 解答01�
理 解

重要度AA 解答02�

覚える

重要度BB 解答03�
覚える

重要度CC 解答04�
覚える
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問題01� 外国人の人権
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日本国に居
住する外国人にも保障される。

×　�「外国人にも保障される」→外国人には保障されない
日本国憲法が保障する人権は、「その権利の性質上、日本
国民を対象としているものを除き」、外国人にも保障される
（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題02� 外国人の人権
わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及
ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではな
い。

〇　�外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすよ
うな政治的活動の自由は保障されていない
外国人の政治的活動の自由は、「わが国の政治的意思決定
又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き」、保
障される（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題03� 外国人の人権
外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権
利を憲法上保障されている。

×　�「保障されている」→保障されていない
外国人には、在留の権利、入国・再入国の自由は全く保障
されていないとするのが判例である。

問題04� 外国人の人権
外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲
法22条 1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障
していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行
のため出国し再入国する自由も認められる。

×　「認められる」→認められない
外国人には、再入国の自由も保障されないとするのが判例

（森川キャサリーン事件：最判平4.11.16）である。

1 人権享有主体 Link➡〈教科書〉CH２−SEC１

重要度AA 解答01�
理 解

重要度AA 解答02�

覚える

重要度BB 解答03�
覚える

重要度CC 解答04�
覚える
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日本国憲法が国民に保障する自由及び権利の
にも保障される。

外国人の人権
わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及
ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではな

在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権
保障されている。

×　�「外国人にも保障される」→外国人には保障されない
日本国憲法が保障する人権は、「その
国民を対象としているものを除き」、外国人にも保障される
（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

〇　�外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすよ
うな政治的活動の自由は保障されていない
外国人の政治的活動の自由は、「わが国の政治的意思決定
又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き」、保
障される（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

×　�「保障されている」→保障されていない
在留の権利、入国・再入国の自由

されていないとするのが判例である。

解答02

₈　赤シートについて
問題文の下線、解答解説の〇×、そして、×の肢についての間違え

ている箇所および正解、〇の肢の簡潔な結論を、付属の赤シートで隠
して学習できるので、問題演習および暗記に役立ちます。
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・「オリエンテーション編」で、行政書士という資格と行政書士試験に
ついて、さらっと確認してイメージをつかみましょう。

・「入門講義編」で、各科目の内容をざっと読んで全体像をつかむとと
もに、法律学習になれましょう。

1 行政書士 合格へのはじめの一歩

・まずは１回、ざっと読
んで全体像をつかみま
しょう。わからないと
ころがあっても、どん
どん読み飛ばします。

・本文をじっくり、力を

・『行政書士の教科書』
の重要な150の論点を
ピックアップして、見
開き２ページ１論点
（項目）の構成、図表中
心でまとめています。

・『行政書士の教科書』の
１回目を読む段階から、
できればSectionごと、
少なくともCHAPTER
ごとに、『行政書士の
問題集』の問題を解き

・最重要判例を中心に、
重要度に応じてメリハ
リをつけながら、憲
法・民法・行政法・商
法の数多くの判例を掲
載しています。

入れて読み込みましょう。
・「例題」は必ず解きましょう。でき
ないときは、すぐに本文に戻って知
識を確認しましょう。

ましょう。
・できなかった問題は、解説に記載さ
れているリンクをもとに『行政書士
の教科書』に戻って確認しましょう。

2 行政書士の教科書

4 行政書士の最重要論点150

3 行政書士の問題集

・５年分の本試験問題
を、詳細な解説と問題
ごとの正答率ととも
に、新しい順に年度別
に収録しています。

・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を素
材にしながら、重要論
点を、選択肢ごとに分
解し、１問１答形式
で、知識を確認できる
1冊です。

ることなく、また解きっぱなしにせ
ずに、できなかった問題は、『行政
書士の教科書』に戻って復習しまし
ょう。

・選択肢（問題）ごとに、重要度ラン
ク・肢を切るポイントを明示してい
るので、メリハリをつけた学習が可
能です。

6 行政書士の５年過去問題集 7 行政書士の肢別問題集

5 行政書士の判例集

リンク

リンク

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予
想問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行われる受験
生が多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より
知識定着を図ることも可能です。

8 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分と最新本試験を収録して
います。

・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本
試験を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも
時間（180分）を計りながらチャレンジしてみましょう。

9 本試験をあてる TAC直前予想 行政書士

合 格 !

ここでは、TAC出版書籍（みんなが欲しかった！行
政書士シリーズ）のご紹介と、その書籍を使った
効果的な学習法について説明します。

本書

シリーズ紹介と活用法
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を、詳細な解説と問題
ごとの正答率ととも
に、新しい順に年度別
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・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を素
材にしながら、重要論
点を、選択肢ごとに分
解し、１問１答形式
で、知識を確認できる
1冊です。
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ク・肢を切るポイントを明示してい
るので、メリハリをつけた学習が可
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6 行政書士の５年過去問題集 7 行政書士の肢別問題集
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リンク

リンク

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予
想問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行われる受験
生が多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より
知識定着を図ることも可能です。

8 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分と最新本試験を収録して
います。

・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本
試験を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも
時間（180分）を計りながらチャレンジしてみましょう。

9 本試験をあてる TAC直前予想 行政書士

合 格 !

ここでは、TAC出版書籍（みんなが欲しかった！行
政書士シリーズ）のご紹介と、その書籍を使った
効果的な学習法について説明します。

本書
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問題01� 最高法規
憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力

が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備え
るが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内
法として憲法より強い効力を有する。

×　�「有する」→有しない
日本国憲法は、国の最高法規であることが、憲法98条 １ 項

に規定されており、国法秩序において最も強い形式的効力を
もっている。判例（砂川事件：最大判昭34.12.16）は、国際
協調主義をとっていることを述べているが、条約に対する違
憲審査も認められうることを示しており、また通説も、条約
は憲法より強い効力を有しないと解している。

問題02� 憲法尊重擁護義務
憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自

らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみなら
ず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されて
いる。

×　�「あると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある」
　　→あって、主権者が自らを拘束する規範ではない
　　「のみならず国民もまた、〜規定されている」
　　→のみであり、国民には〜規定されていない

憲法は、国家権力を制限し、国民の権利や自由を守るため
の法であるから、主権者が自らを拘束する規範ではない。日
本国憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を
負う。」と定め、公務員に対し憲法尊重擁護義務を課してい
るが、国民には課していない。

1 憲法の特質  Link➡〈教科書〉CH１−SEC１

重要度BB 解答01�
理 解

重要度BB 解答02�

理 解

総　論第1章
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問題01� 最高法規
憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力

が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備え
るが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内
法として憲法より強い効力を有する。

×　�「有する」→有しない
日本国憲法は、国の最高法規であることが、憲法98条 １ 項

に規定されており、国法秩序において最も強い形式的効力を
もっている。判例（砂川事件：最大判昭34.12.16）は、国際
協調主義をとっていることを述べているが、条約に対する違
憲審査も認められうることを示しており、また通説も、条約
は憲法より強い効力を有しないと解している。

問題02� 憲法尊重擁護義務
憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自

らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみなら
ず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されて
いる。

×　�「あると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある」
　　→あって、主権者が自らを拘束する規範ではない
　　「のみならず国民もまた、〜規定されている」
　　→のみであり、国民には〜規定されていない

憲法は、国家権力を制限し、国民の権利や自由を守るため
の法であるから、主権者が自らを拘束する規範ではない。日
本国憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を
負う。」と定め、公務員に対し憲法尊重擁護義務を課してい
るが、国民には課していない。

1 憲法の特質  Link➡〈教科書〉CH１−SEC１

重要度BB 解答01�
理 解

重要度BB 解答02�

理 解
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問題03� 主　権
「主権」には、①国家の統治権、②国家権力の最高独立性、③国政

の最高決定権の ３ つの意味があるとされるが、日本国憲法前文第 １ 段
落の「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定す
る。」および第 ３ 段落の「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立と
うとする各国の責務であると信ずる。」に使われている「主権」は、
いずれも③の意味である。

×　「いずれも③」
　　→第１段落の主権は③、第３段落の主権は②
「主権」には、①国家の統治権、②国家権力の最高独立性、

③国政の最高決定権の ３つの意味がある。前文第 １ 段落の
「ここに主権が国民に存することを宣言し」とは、国民が国
政における最高決定権を有していることを述べており、③の
意味となる。一方、第 ３ 段落の「自国の主権を維持し、他国
と対等関係に立とうとする」とは、他国の支配には服さない
独立した統治権力を述べており、②の意味となる。

問題04� 前　文
憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって

様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎ
ず、法規範性を有しないと一般に解されている。

×　「有しない」→有する
前文も、「日本国憲法」という法典名の後にあり、その内

容に憲法の目的や基本原理等が含まれることから、前文は法
的性質を有する（法規範性がある）と一般的に解されてい
る。

問題01� 憲法改正
通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手

続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のよ
うに頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲
法に分類される。

×　「改正が困難であっても軟性憲法」
　　→改正が困難であるため硬性憲法

硬性憲法と軟性憲法の説明については正しい。ドイツやフ
ランスは、頻繁に憲法が改正されているが、その改正にあた
り、通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を必要としてお
り、硬性憲法に分類される。

問題02� 憲法改正
憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改

正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通
説である。

〇　憲法改正には限界があるとするのが通説
たとえば、基本的人権の保障や国民主権などは憲法改正手

続によっても改正できないと考える憲法改正限界説が通説で
ある。

重要度BB 解答03�

理 解

重要度CC 解答04�
理 解

2 憲法改正 Link➡〈教科書〉CH１−SEC２

重要度BB 解答01�

ひっかけ

重要度CC 解答02�
覚える
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続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のよ
うに頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲
法に分類される。

×　「改正が困難であっても軟性憲法」
　　→改正が困難であるため硬性憲法

硬性憲法と軟性憲法の説明については正しい。ドイツやフ
ランスは、頻繁に憲法が改正されているが、その改正にあた
り、通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を必要としてお
り、硬性憲法に分類される。

問題02� 憲法改正
憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改

正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通
説である。

〇　憲法改正には限界があるとするのが通説
たとえば、基本的人権の保障や国民主権などは憲法改正手

続によっても改正できないと考える憲法改正限界説が通説で
ある。

重要度BB 解答03�

理 解

重要度CC 解答04�
理 解

2 憲法改正 Link➡〈教科書〉CH１−SEC２

重要度BB 解答01�

ひっかけ

重要度CC 解答02�
覚える
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問題03� 憲法改正
両議院の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、出席議員

の過半数で決するが、懲罰によって議員を除名する場合、法律案につ
いて衆議院で再可決する場合及び憲法改正を発議する場合は、いずれ
も出席議員の ３ 分の ２ 以上の賛成を必要とする。

×　�「憲法改正を発議する場合」→削除
憲法改正の発議には、各議院の「総議員」の３分の２以上

の賛成が必要である（憲法96条 １ 項）。

問題04� 憲法改正
日本国憲法の改正について両議院の意見が一致しない場合には、衆

議院の議決が国会の発議となる。

×　�「衆議院の議決が国会の発議となる」
　　→このような規定はない

憲法改正については、衆議院の優越はない。

問題05� 憲法改正
日本国憲法の改正について国民の承認を得るには、特別の国民投票

においてその ３ 分の ２ 以上の賛成が必要である。

×�　「３分の２以上」→過半数
国民の承認を得るには、特別の国民投票又は国会の定める

選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成が必要で
ある（憲法96条 １ 項）。

問題06� 憲法改正
日本国憲法の改正について国民の承認が得られた場合、内閣総理大

臣は、直ちにこれを公布しなくてはならない。

×�　「内閣総理大臣」→天皇
国民の承認を経たときは、「天皇」は、国民の名で、直ち

にこれを公布する（憲法96条 ２ 項）。

重要度AA 解答03�
比 較

重要度BB 解答04�

覚える

重要度BB 解答05�
ひっかけ

重要度BB 解答06�
覚える
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問題03� 憲法改正
両議院の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、出席議員

の過半数で決するが、懲罰によって議員を除名する場合、法律案につ
いて衆議院で再可決する場合及び憲法改正を発議する場合は、いずれ
も出席議員の ３ 分の ２ 以上の賛成を必要とする。

×　�「憲法改正を発議する場合」→削除
憲法改正の発議には、各議院の「総議員」の３分の２以上

の賛成が必要である（憲法96条 １ 項）。

問題04� 憲法改正
日本国憲法の改正について両議院の意見が一致しない場合には、衆

議院の議決が国会の発議となる。

×　�「衆議院の議決が国会の発議となる」
　　→このような規定はない

憲法改正については、衆議院の優越はない。

問題05� 憲法改正
日本国憲法の改正について国民の承認を得るには、特別の国民投票

においてその ３ 分の ２ 以上の賛成が必要である。

×�　「３分の２以上」→過半数
国民の承認を得るには、特別の国民投票又は国会の定める

選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成が必要で
ある（憲法96条 １ 項）。

問題06� 憲法改正
日本国憲法の改正について国民の承認が得られた場合、内閣総理大

臣は、直ちにこれを公布しなくてはならない。

×�　「内閣総理大臣」→天皇
国民の承認を経たときは、「天皇」は、国民の名で、直ち

にこれを公布する（憲法96条 ２ 項）。

重要度AA 解答03�
比 較

重要度BB 解答04�

覚える

重要度BB 解答05�
ひっかけ

重要度BB 解答06�
覚える
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問題01� 外国人の人権
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日本国に居

住する外国人にも保障される。

×　�「外国人にも保障される」→外国人には保障されない
日本国憲法が保障する人権は、「その権利の性質上、日本

国民を対象としているものを除き」、外国人にも保障される
（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題02� 外国人の人権
わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及

ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではな
い。

〇　�外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすよ
うな政治的活動の自由は保障されていない

外国人の政治的活動の自由は、「わが国の政治的意思決定
又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き」、保
障される（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題03� 外国人の人権
外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権

利を憲法上保障されている。

×　�「保障されている」→保障されていない
外国人には、在留の権利、入国・再入国の自由は全く保障

されていないとするのが判例である。

問題04� 外国人の人権
外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲

法22条 １ 項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障
していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行
のため出国し再入国する自由も認められる。

×　「認められる」→認められない
外国人には、再入国の自由も保障されないとするのが判例

（森川キャサリーン事件：最判平4.11.16）である。

1 人権享有主体 Link➡〈教科書〉CH２−SEC１

重要度AA 解答01�
理 解

重要度AA 解答02�

覚える

重要度BB 解答03�
覚える

重要度CC 解答04�
覚える

人　権第2章
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問題01� 外国人の人権
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべては、日本国に居

住する外国人にも保障される。

×　�「外国人にも保障される」→外国人には保障されない
日本国憲法が保障する人権は、「その権利の性質上、日本

国民を対象としているものを除き」、外国人にも保障される
（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題02� 外国人の人権
わが国に在留する外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及

ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではな
い。

〇　�外国人には、わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすよ
うな政治的活動の自由は保障されていない

外国人の政治的活動の自由は、「わが国の政治的意思決定
又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き」、保
障される（マクリーン事件：最大判昭53.10.4）。

問題03� 外国人の人権
外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権

利を憲法上保障されている。

×　�「保障されている」→保障されていない
外国人には、在留の権利、入国・再入国の自由は全く保障

されていないとするのが判例である。

問題04� 外国人の人権
外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲

法22条 １ 項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障
していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行
のため出国し再入国する自由も認められる。

×　「認められる」→認められない
外国人には、再入国の自由も保障されないとするのが判例

（森川キャサリーン事件：最判平4.11.16）である。

1 人権享有主体 Link➡〈教科書〉CH２−SEC１

重要度AA 解答01�
理 解

重要度AA 解答02�

覚える

重要度BB 解答03�
覚える

重要度CC 解答04�
覚える
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問題05� 外国人の人権
普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職員に在留

外国人を採用することを認められているが、この際に、その処遇につ
いて合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることは許
される。

〇　�外国人職員昇任試験拒否訴訟（最大判平17.1.26）の判例
と同旨

日本国民である職員に限って管理職に昇任することができ
ることとする措置を執ることは合理的な理由に基づいて区別
するものであり、憲法14条 1項に違反するものではないとす
るのが判例である。

問題06� 外国人の人権
国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきもので

ある以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任すること
はわが国の法体系の想定するところではない。

〇　�外国人職員証人試験拒否訴訟（最大判平17.1.26）の判例
と同旨

国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日
本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきもので
あることに照らし、外国人が公権力行使等地方公務員に就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところではない
とするのが判例である。

問題07� 法人の人権
憲法の定める国民の権利及び義務の各条項は、自然人たる国民のみ

に適用されるものであり、法人たる会社は、政治的行為をなす自由を
有しない。

×　�「適用されるものであり」→適用されるものではなく
　　「自由を有しない」→自由を有する

法人にもその権利の性質上可能な限り、人権が保障され
る。そして、法人たる会社にも、政治的行為をなす自由は保
障されるとするのが判例である（八幡製鉄事件：最大判昭
45.6.24）。

問題08� 法人の人権
税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄付をする

ことは、たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現する
ためであっても、原則として、税理士会の目的の範囲外の行為であ
り、無効といわざるを得ない。

〇　�税理士会には、政治献金の自由は認められず、その行為
は無効
営利法人である会社には、政治献金の自由が保障されるが

（八幡製鉄事件）、税理士会という公的な性質をもつ強制加入
団体には、政治献金の自由が保障されず、法人の目的外の行
為として、その行為は無効と判断される（南九州税理士会政
治献金事件：最判平8.3.19）。

重要度AA 解答05�

覚える

重要度BB 解答06�

理 解

重要度AA 解答07�

理 解

重要度BB 解答08�

比 較
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